
 

事 務 連 絡 

令和６年３月 15日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

 

 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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○ 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルール 

問 183 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱い

とするべきか。 

（答） 

・ 介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体が

条例で定めた基準を満たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。自治

体が条例を制定・運用するに当たっては、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準に

分けて定められる国の基準（省令）を踏まえる必要がある。 

・ このうち人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されている。したがって、

自治体は、厚生労働省令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に

応じた条例の制定や運用が可能である一方、こうしたいわゆるローカルルールについて

は、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要がある。 

・ そのため、いわゆるローカルルールの運用に当たり、自治体は、事業者から説明を求め

られた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにする必要が

ある。 

・ また、いわゆるローカルルールの中でも特に、管理者の兼務について、個別の事業所の

実態を踏まえず一律に認めないとする取扱いは適切でない。 

 

○ 管理者の責務 

問 184 管理者に求められる具体的な役割は何か。 

（答） 

・ 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成 11年

９月 17日付け老企第 25号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基

本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線

で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を

遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。 

具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。 

 

≪参考≫ 

・「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄） 

（令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方と

サービス提供マネジメントに関する調査研究」（一般社団法人シルバーサービス振興

会）） 
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 第１章 第２節 管理者の役割 

  １．管理者の位置づけ及び役割の重要性 

２．利用者との関係 

３．介護にともなう民法上の責任関係 

４．事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有 

５．理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知 

６．事業計画と予算書の策定 

７．経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント 

８．記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有 

 


